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～はじめに～ 

 
読谷村では、村の財政状況について少しでもわかりやすい形で公表し、村民の皆様から

お預かりした税金の使い道をお知らせするとともに、村が保有する資産の状況及びその財

源をお示しすることで、これまでの世代の負担により形成された財産と、将来世代が負担

しなければならない債務とを明らかにするため、民間の会計手法を取り入れた新しい財務

諸表を平成22年度から作成しており、今回は平成24年度の財務諸表を作成しています。 

 

作成した財務諸表は、 

 

① 「貸借対照表」 

・村の資産と債務のバランスや、村が保有する資産の財源を明らかにします。 

② 「行政コスト計算書」 

・行政活動に要したコスト情報を確認します。 

③ 「純資産変動計算書」 

・資産と債務の差額（純資産）の単年度における変動要因を確認します。 

④ 「資金収支計算書」 

・経常的収支、公共資産整備収支及び投資・財務的収支の性質ごとの単年度における現

金の動きを確認します。 

 

の４つの表で、作成にあたっての基準日は平成25年３月31日とし、開始時である平成24

年４月１日からの一年間における資産や資金の動きを表すものとしております。 

 

これらの新しい財務諸表は、民間の会計手法で用いられる発生主義や複式簿記の考え方

を取り入れたものとなっておりますが（市町村や県、国などの官庁会計は現金主義、単式

簿記）、村と民間の企業等では存立目的そのものに違いがあることから、財務諸表の作成手

法やその考え方にもおのずから違いがあり、民間の企業会計に慣れ親しんだ村民の皆様に

は多少の違和感があるものとなるかもしれません。 

 

しかしながら、この財務諸表により、これまで容易には理解することができなかった村

のさまざまな財政情報を知ることができると思います。村民の皆様が負担した税金の使い

道について認識を深めていただき、今後も村政運営にご理解をいただければと思います。 

 

なお、本財務諸表については、「公会計の整備推進について」（平成19年10月17日総務省

自治財政局長通知）等を受け、総務省から示された基準モデルに基づいて作成しており、

以降の解説については、連結会計で説明を行います。 
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１ 会計区分 

 

１ 一般会計 

２ 診療所特別会計 

３ 国民健康保険特別会計 

４ 下水道事業特別会計 

５ 後期高齢者医療特別会計 

６ 水道事業会計 

７ 中部広域市町村圏事務組合 

８ 比謝川行政事務組合（消防_一般会計） 

９ 比謝川行政事務組合（清掃_一般会計） 

10 比謝川行政事務組合消防特別会計 

11 比謝川行政事務組合清掃特別会計 

12 沖縄県後期高齢者広域連合 

13 沖縄県介護保険広域連合（一般会計） 

14 沖縄県介護保険広域連合（特別会計） 

15 沖縄県市町村総合事務組合 

16 沖縄県市町村自治会館管理組合 

17 沖縄県町村交通災害共済組合 

 
 
 

２ 貸借対照表（Ｂ/Ｓ） 
 
 
 
 
貸借対照表は、会計年度末（基準日）時点で、地方公共団体がどのような資産を保有し

ているのか（資産保有状況）と、その資産がどのような財源でまかなわれているのか（財

源調達状況）を、対照表示した財務書類です。貸借対照表により、基準日時点における地

方公共団体の財政状態（資産・負債・純資産といったストック項目の残高）が明らかにさ

れます。 
「資産」は、①将来の資金流入をもたらすもの、②将来の行政サービス提供能力を有す

るものに整理されます。 
「負債」とは、将来、債権者に対する支払や返済により地方公共団体から資金流出をも

たらすものであり、地方債がその主たる項目です。 
また、「純資産」は、資産と負債の差額であり、地方税、地方交付税、国庫補助金など将

来の資金の流出を伴わない財源や資産評価差額などが計上されます。 

普通会計 

単体会計 

連結会計 

貸借対照表は、会計年度末における地方公共団体の財政状態（資産保有状況と財源調達状況）を表す

財務書類です。 
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増減額 伸び率
1.金融資産 8,704,838 9,347,368 642,530 7.4%
　　　（1）資金 1,842,284 2,088,146 245,862 13.3%
　　　（2）未収金 740,144 712,537 -27,607 -3.7%
　　　（3）貸付金 76,190 76,176 -14 0.0%
　　　（4）その他債権 0 0 - 0.0%
　　　（5）貸倒引当金 -74,942 -72,018 2,924 -3.9%
　　　（6）有価証券 37,287 18,593 -18,694 -50.1%
　　　（7）出資金 31,945 30,945 -1,000 -3.1%
　　　（8）基金・積立金 5,875,538 6,324,176 448,638 7.6%
　　　（9）その他の投資 176,392 168,812 -7,580 -4.3%

2.非金融資産 67,573,631 67,891,482 317,851 0.5%
　　　（1）事業用資産 25,031,943 24,443,839 -588,104 -2.3%
　　　（2）インフラ資産 42,541,688 43,447,642 905,954 2.1%

76,278,469 77,238,850 960,381 1.3%

増減額 伸び率
1.流動負債 860,660 894,622 33,962 3.9%
　　　（1）地方債（短期） 645,534 678,598 33,064 5.1%
　　　（2）賞与引当金 123,236 126,651 3,415 2.8%
　　　（3）その他 91,890 89,373 -2,517 -2.7%

2.非流動負債 10,576,500 10,445,036 -131,464 -1.2%
8,807,626 8,744,887 -62,739 -0.7%
1,755,980 1,692,279 -63,701 -3.6%

12,894 7,871 -5,023 -39.0%

11,437,160 11,339,658 -97,502 -0.9%

純資産合計 64,841,310 65,899,192 1,057,882 1.6%

76,278,469 77,238,850 960,381 1.3%負債及び純資産合計

　　　（3）その他

負債合計

負債の部

資産の部

23年度

　　　（2）退職給付引当金
　　　（1）地方債

資産合計

(単位：千円)

23年度 24年度
比較(23～24年)

　純資産の部

24年度
比較(23～24年)
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① 貸借対照表は、村の財政状況を一目でわかるようにしたものです。 
② 資産の部は、村の持つ資産で772億円余り（村民１人当たり約190万円）、それがどうし

て出来たのかを負債及び純資産が表しています。772億円余りのうち、約659億円は平成

23年度以前に村民が営々とつくりあげてきたものであり、約113億円は借入金やその他の

資金でできています。 

③ 純資産比率（純資産/総資産）は、85.3%で全国水準（70.0%）を上回っています。 

④ 地方債については、約94億円、村民1人当たり約23.2万円の借金を持っていることにな

ります。 

⑤ 平成23年と比較するとインフラ資産（道路等）が増加しています。これは、村の公共

資産整備が増加しているためであり、連結先のインフラ資産が平成24年度に増加したも

のではありません。 

⑥ また、平成23年と比べ負債の地方債が減少していますが、これは一般会計において起

債が償還額よりも少なかったことによるものです。 

 

 

３ 行政コスト計算書（Ｐ/Ｌ） 

 

 

 

 
行政コスト計算書は、一会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行政活動

に係る費用（経常的な費用）と、その行政活動と直接の対価性のある使用料・手数料など

の収益（経常的な収益）を対比させた財務書類です。これにより、その差額として、地方

公共団体の一会計期間中の行政活動のうち、資産形成に結びつかない経常的な活動につい

て税収等でまかなうべき行政コスト（純経常費用（純経常行政コスト））が明らかにされま

す。 
行政コスト計算書は、企業会計における損益計算書に対応するものといえますが、損益

計算書が一会計期間の営業活動に伴う収益・費用を対比して「当期純利益」を計算するの

に対して、行政コスト計算書は一会計期間の経常的な行政活動に伴う費用と上述の収益を

対比して「純経常費用（純経常行政コスト）」を算出する点で大きく異なります。これは、

地方公共団体の行政活動は企業のように利益の獲得を目的としないこと、新地方公会計で

は、税収を行政コスト計算書ではなく、純資産変動計算書に計上することと関係します。

これは、損益計算書の収益として計上される売上高は企業が提供する財貨やサービスの直

接の対価であるのに対して、税収は対価性なく村民から徴収される財源であり、行政コス

ト計算書が対象とする経常的な行政活動のほか、インフラ資産などの資産形成等にも用い

られることを予定した財源であることによります。 
 

行政コスト計算書は、一会計期間における、資産形成を伴わない経常的な行政活動に伴う純経常費用

（純経常行政コスト）を表す財務書類です。 
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① 行政コスト計算書

は、企業の損益計算

書にあたるもので、

貸借対照表は、スト

ックの財政状態を表

すものとすれば、こ

れからの３つの財務

諸表は、フローの財

政状態を表していま

す。 
② 人にかかるコスト

のうち、人件費は、

村の職員給与、議員

報酬、福利厚生など

の他、臨時職員の給

料や種々の講習会の

講師謝礼も含んでい

ます。この人件費の負担は村民１人当たり約 7.8 万円になります。 

③ 物件費・経費は、人件費以外すべての業務費用です。 

「(2)減価償却費」と「(3)維持補修費」は、設備に関する費用です。減価償却費は、

設備が劣化してそのうち使えなくなるので、その時の更新費用を予め引き当てておこう

ということですが、簡単にいえば、設備の使用料と考えて下さい。 

事業用資産に関する減価償却費のみをここで計上し、インフラ資産のものは次の純資

産変動計算書で、その他の減少（直接資本減耗）として計上されます。 

「(3)維持補修費」は、設備が目的とした機能を果たしていけるように行った修繕の費 

 用です。 

④ 移転支出的なコストとは、それで直接サービスを行う費用で、村を通じていろいろな

ところへ移転した金額です。 

また、「(1)他会計への移転支出」は、単体会計内で相殺処理しております。 

「(2)補助金等移転支出」は、村民の皆様の様々な仕事への補助となるものです。 

「(3)社会保障関連費等移転支出」は、非常に大きな負担となっております。 

ですからこの３つの行政コストからはずして考えるべきかもしれません。 

⑤ 平成23年度と比較するとコストの増加が分かります。経常費用の合計は、約184億であ

り、平成23年度より約８億円増加しています。 

⑥ すべての行政コストから、直接の受益者が負担する額、使用料、手数料である業務収

益・業務関連収益を引いたものが、純粋な行政コストです。このコストは、当然税金な

どでカバーされなければなりません。これが次の純資産変動計算書で表わされます。 

 

増減額 伸び率
20,195,591 21,265,798 1,070,207 5.3%

1.人にかかるコスト 3,213,222 3,171,587 -41,635       -1.3%
　　　（1）議員歳費・職員給与 1,579,558 1,644,722 65,164         4.1%
　　　（2）その他 1,633,664 1,526,865 -106,799      -6.5%

2.物件費・経費 3,703,311 3,801,250 97,939         2.6%
　　　（1）消耗品費 292,839 252,551 -40,288       -13.8%
　　　（2)減価償却費(事業用資産） 766,639 809,853 43,214         5.6%
　　　（3）維持補修費 195,499 254,685 59,186         30.3%
　　　（4）その他物件費 835,780 833,869 -1,911         -0.2%
　　　（5）委託費 1,245,170 1,257,591 12,421         1.0%
　　　（6）その他経費 367,383 392,702 25,319         6.9%

3.業務関連費用 474,815 315,076 -159,739      -33.6%
　　　（1）公債費（利払分） 173,712 167,023 -6,689         -3.9%
　　　（2）その他の業務関連費用等 301,103 148,053 -153,050      -50.8%

4.移転支出 12,804,243 13,977,885 1,173,642     9.2%
　　　（1）他会計への移転支出 48 53 5                10.4%
　　　（2）補助金等移転支出 10,888,918 11,905,740 1,016,822     9.3%
　　　（3）社会保障関連費等移転支出 1,862,310 2,002,626 140,316       7.5%
　　　（4）その他の移転支出 52,966 69,466 16,500         31.2%

2,595,871 2,890,251 294,380       11.3%
1.業務収益 2,365,234 2,495,732 130,498       5.5%
2.業務関連収益 230,637 394,519 163,882       71.1%
純経常行政コスト
　（経常費用 - 経常収益） 17,599,719 18,375,547 775,828       4.4%

比較(23～24年)

経常費用

経常収益

行政コスト計算書 23年度 24年度



 

- 6 - 
 

４ 純資産変動計算書（ＮＭＷ） 

 

 

 

 
純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、１年間でど

のように変動したかを表す財務書類です。 
純資産変動計算書においては、地方税、地方交付税などの一般財源、国県支出金などの

特定財源が純資産の増加要因として直接計上され、行政コスト計算書で算出された純経常

費用（純経常行政コスト）が純資産の減少要因として計上されることなどを通じて、１年

間の純資産総額の変動が明らかにされます。 
① 純資産変動計算書は、

財政状態のフローを純

資産の変動の角度から

見たものです。 
② 純資産を減少させる

ものは、まず先程計算

した純経常行政コスト

（これは、業務費用+
引当繰入額からなって

います）と、「その他の

減少」に計上されてい

るインフラ資産の減価

償却費（目減り分）で

す。これら全体を(A)とします。 
③ 純資産の増加分は、税収や国や県からの種々の補助金です。その他寄附金や他会計か

らの収益金もあります。これを(B)とします。 
④ このどちらが多いかで、次世代へ「負担額」を先送りしたのか、「余剰額」を引き継い

だのかということになります。(A)が多ければ、当然「負担額」を先送りしたのであり、

(B)が多ければ、「余剰額」を引き継いだことになります。実際に使った費用と設備の劣

化費、必要な引当額を当世代が払うものと考えたら、最低必要な税額の見当がつきます。 
⑤ 村の平成 24 年度は、差引 1,138,717 千円の増加となっています。 

 
 

 

 

 

 

純資産変動計算書は、一会計期間において、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目がどの

ように変動したかを表す財務書類です。 

増減額 伸び率
期首純資産残高 64,609,775 64,760,475 150,700 0.2%

純経常行政費用 -17,599,719 -18,375,547 -775,828 4.4%
-788,859 -813,323 -24,464 3.1%

財源調達 19,069,186 20,181,603 1,112,417 5.8%
　  税収 3,897,467 4,016,097 118,630 3.0%
　  社会保険料 1,121,814 1,083,329 -38,485 -3.4%
　  移転収入(他会計移転収入） 90 98 8 8.9%
　  移転収入(補助金等） 10,810,076 11,792,565 982,489 9.1%
　  移転収入(その他移転収入） 3,239,739 3,289,514 49,775 1.5%

資産形成充当財源変動 -449,073 145,984 595,057 -132.5%

期末純資産残高 64,841,310 65,899,192 1,057,882 1.6%

直接資本減耗(インフラ資産）

(単位：千円)

純資産変動計算書 23年度 24年度
比較(23～24年)

(A)

(B)
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５ 資金収支計算書（Ｃ/Ｆ） 

 

 
 
 
資金収支計算書は、一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金

の流れを性質の異なる三つの活動に分けて表示した財務書類です。現金等の収支の流れを

表したものであることから、キャッシュ・フロー計算書とも呼ばれます。 
現金収支については、現行の歳入歳出決算書においても明らかにされますが、資金収支

計算書においては、新地方公会計では「経常的収支」「資本的収支」「財務的収支」という

性質の異なる三つの活動に大別して記載され、地方公共団体の資金が期首残高から期末残

高へと増減した原因が明らかにされるのが特徴です。この点、企業会計のキャッシュ・フ

ロー計算書においては、「営業活動」「投資活動」「財務活動」という三つの活動に区分され

ます。 
「経常的収支」が対象とする「支出」は、基本的に行政コスト計算書が発生主義で計上

する資産形成を伴わない

経常的な行政活動に伴う

費用を現金主義で捉え直

したものであり、「収入」

は、地方税、地方交付税

などの経常的な収入を計

上するものです。地方公

共団体は、資産形成を伴

わない経常的な行政活動

のほか、施設の建設や、

道路、橋梁などインフラ

資産の形成なども行って

いかなければなりません

ので、経常的収支は黒字

に保たれるのが通常です。 
① これは、今までに作成してきた決算書と同じ内容です。すなわち、現金（資金）の出

入りがどのようになっているかです。本年度末残高は、昨年度末残高より約２億５千万

円の増です。 
② 経常的収支は、資産の形成に関係がなく直接純資産の増大・減少をもたらす資金の収

支を表します。費用として処理される人件費や消耗品費のような物件費の支出と、村に

入ってきた資金での収入の関係です。ですから、行政コストや純資産変動計算書では支

出と考えられた資産の目減り分（減価償却費や直接資本減耗）は、お金が出て行ってい

ないので、その分少なく、大抵プラスとなります。 

資金収支計算書は、一会計期間における、地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質

の異なる三つの活動に分けて表示した財務書類です。 

増減額 伸び率
1.経常的収支 2,380,526 2,670,751 290,225 12.2%
    経常的支出 19,229,408 20,274,478 1,045,070 5.4%
    経常的収入 21,609,934 22,945,228 1,335,294 6.2%

2.資本的収支 -2,430,682 -2,202,327 228,355 -9.4%
    資本的支出 2,967,800 2,929,246 -38,554 -1.3%
    資本的収入 537,119 726,919 189,800 35.3%

3.財務的収支 33,296 -220,886 -254,182 -763.4%
　 財務的支出 838,378 850,768 12,390 1.5%
　 財務的収入 871,675 629,882 -241,793 -27.7%

当期収支 -16,860 247,538 264,398 -1568.2%

期首資金残高 1,859,144 1,840,608 -18,536 -1.0%

期末資金残高 1,842,284 2,088,146 245,862 13.3%

資金収支計算書 23年度 24年度
比較(23～24年)

(単位：千円)
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③ しかし、その残った分は資産の目減り分を補充するに等しい資産の取得に充てられて

います。これが資本的収支（公共資産整備収支）のマイナス分になっています。 
④ 財務的収支は、主として地方債の元利償還支出と新しい地方債の発行による収入の差

額です。ですから、ここは大きなマイナスになった方が良いのです。 
⑤ 平成23年度と比較すると、財務的支出が減少しています。これは一般会計において起

債が償還額よりも少なかったことによるものです。 

 
 
６ 発生主義の観点からの自治体経営分析 

 

① 純資産比率（単体会計） 86.5%（対前年度比 0.2％） 

＝純資産合計/総資産合計 

資産のうち、どの割合が正味の資産、すなわち村民の持ち分であるかを示しています。

民間では、企業の財務能力の判断のために最も重視される比率です。利益の獲得が目的で

ある民間企業では、借入金を将来利益での返済を予定するので、この比率は低いのですが

（トヨタ自動車で32%程度）、地方公共団体では７割が標準です。地方公共団体の場合は、

借入金の返済原資は将来の税収であり、その税収のうち減価償却引当として内部保留され

る資金と、費用支出の残額しかないので借入の比率が高いと財政不安となります。 

 

       読谷村 

     ○―――●――――――○――――――――――○ 

   上位：92％      中位：76％      下位：55％ 

 

 

② 実質純資産比率（単体会計） 68.5%（対前年度比 △0.1％） 

＝（純資産合計－インフラ資産）/（総資産合計－インフラ資産） 

インフラ資産とは、道路・河川の様にサービスの源泉となっていますが、経済的取引に

はなじまない資産です。したがって、地方公共団体の返済能力を厳密に検討するために、

その資産を除いて、負債と比べねばなりません。この比率がマイナスになると負債の担保

は事実上ないということになります。財務の安全性を直接表現する指標といえるでしょう。 

 

     読谷村 

     ○―●――――――――○――――――――――○ 

   上位：76％      中位：27％      下位：-23％ 
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③ 住民一人当たり資産額（単体会計） 1,826千円（対前年度比 24千円） 

＝資産合計/住民基本台帳人口 

村が所有している資産を住民一人当たりに換算した額です。資産は現金や有価証券など

の金融資産と、事業用資産やインフラ資産などの非金融資産の合計となります。有形固定

資産（非金融資産）の質は充分検討しなくてはならないので、金額だけでは正確な村民へ

の貢献度を計ることはできません。注意すべきは地方債残高の問題で、地方債をどんどん

発行して社会資本を整備していけば、その社会資本は正の遺産ではなく負の遺産でもあり

ます。従って、ここでこそバランス良くみるために「貸借対照表」が重要な意味を持つの

です。 

 

                     読谷村 

     ○――――――――――○――――――●―――○ 

   上位：5,935千円    中位：2,739千円    下位：1,128千円 

 

 

④ 住民一人当たりの行政コスト（普通会計） 241千円（対前年度比 11千円） 

＝純経常費用/住民基本台帳人口 

 行政の本当の意味での効率性を表す重要な指標です。行政内容は、企業活動など、地方

公共団体によって差異はないので、その人口一人当たりコストを比較することは極めて大

きな意義を持ちます。そして、このコストの中には、退職給付引当金や減価償却費など目

に見えないコストも算入されているので、これまでよりずっと正確なコストなのです。た

だ、規模のメリットにより大規模地方公共団体の方が、一人当たりのコストは小さくなる

ことは当然（効率性が高い）なので、同規模の地方公共団体と比較する必要があります。 

 

                     読谷村 

     ○――――――――――○――――――●―――○ 

   上位：88千円      中位：129千円      下位：304千円 

 

 

 


